
第３号議案 

令和５年度事業計画の変更（第１号）及び補正予算（第１号）について 

 

１ 令和５年度碧南市地域農業再生協議会の事業計画の変更（第１号）について 

 令和５年度碧南市地域農業再生協議会の事業計画に、化学肥料低減定着対策事業交付

金に係る事業を追加する。 

 

（化学肥料低減定着対策事業交付金に係る事業） 

肥料価格高騰対策事業の一環として農林水産省が実施する化学肥料の２割低減に向け

た取組の定着を目指した地域の取組を支援する「化学肥料低減定着対策事業交付金」に

ついて、碧南市地域農業再生協議会が取組実施主体となり、事業の対象となる農協等か

らの申請をとりまとめ、愛知県肥料高騰対策推進協議会への申請、交付金の交付事務等

を行う。 

 

(1) 化学肥料低減定着対策事業交付金について 

  化学肥料の２割低減に向けた取組を行った場合において、その費用の２分の１相

当分を交付金として交付する（上限５００万円）。 

 

＜碧南市地域農業再生協議会が設定する取組内容＞ 

 国内資源活用肥料の利用拡大支援  

申請者（農協等）が農業者へ対象肥料（国内で発生した食料残渣、堆肥等を原料

とした肥料）を販売した場合、２００円／２０kg を補助する。 

 

(2) 碧南市地域農業再生協議会における交付対象 

  市内農業者分として実施された当協議会が定める化学肥料の２割低減に向けた取

組の定着を目指した地域の取組を対象とし、交付対象者はあいち中央農業協同組合

その他業者とする。 

 

(3) 碧南市地域農業再生協議会における事務 

 ア 当事業の実施等について周知を図るとともに、取組の適正な実施を確保するた

めの指導及び事務を行う。 

 イ 申請者から提出された申請書等の確認、取りまとめ、申請者に対する交付金の

交付等を行う。 

 ウ 交付金の条件となる化学肥料低減の取組状況等について、必要に応じて調査等

を行う。 

 

(4) 今後の想定スケジュール 

  ８月末      県協議会へ地域計画書の承認申請 

  １０月初旬    県協議会から地域計画書の承認結果通知 

  １０月以降    申請受付開始 
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  ２月１０日    申請受付期限 

  ２月末まで    申請者への交付金の交付 

  ２月末まで    県協議会へ実績報告書提出 

   ※スケジュールについては変更の可能性あり。 

 

２ 令和５年度碧南市地域農業再生協議会の補正予算（第１号）について 

令和５年度碧南市地域農業再生協議会の補正予算は、次に定めるところによる。 

 

（収支予算の補正） 

化学肥料低減定着対策事業交付金に係る事業会計を設置し、その収入支出の総額をそ

れぞれ５，０００千円とする。なお、収入支出の項目の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の収入支出の金額は次表による。 
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令和５年度補正予算（化学肥料低減定着対策事業交付金）

　　　補正収入金額　　　５，０００，０００円　　　　

　　　補正支出金額　　　５，０００，０００円

　　　差引金額　　　　　　　　　　　　　０円

単位：円

科目 補正前 補正額 補正後 備考

Ⅰ　収入の部

　　化学肥料低減定着対策事業県交付金 0 5,000,000 5,000,000

　　収入合計（Ａ） 0 5,000,000 5,000,000

Ⅱ　支出の部

　１　化学肥料低減定着対策事業交付金 0 4,992,300 4,992,300

　２　役務費 0 7,700 7,700 振込手数料

　　支出合計（Ｂ） 0 5,000,000 5,000,000

　　収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 0 0

　　繰越金（Ｃ） 0 0 0
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化学肥料低減定着対策のごあんない
～化学肥料の低減を進める『地域の取組』を支援します～

地域協議会
（原則、市町村域が最小単位）

事業実施までの主な手続

 地域計画書の作成（取組内容の設定）

 地域計画書に位置付けられた取組を展開

農業者 農業者団体 民間事業者 等

対象者の募集
交付金の交付
取組確認 等

取組申請
実績報告 等

都道府県
協議会

（注）地域協議会の事務費を含みます。

肥料価格高騰対策事業の一環として、農家の皆様の

「化学肥料の２割低減に向けた取組」の定着に向けた

『地域の取組』を支援する追加対策を実施します。

 化学肥料の低減を進める『地域の取組』に対して交付金
を交付します。

 採択された地域協議会には、

取組に必要な掛かり増し
経費の１/２ （上限５００万
円（注））を交付します。

地域
協議会

（注）地域計画書に記載された取組面積が大きく、取組面積当たりの平均取組単価が低い計画書を優先的に採択します。

協議会規約等の申請

地域計画書の提出

採択（国が決定）（注）

交付金

承認

審査

支援のポイント

 『地域の取組』（取組内容、

対象者等）は、 地域協議会

が地域の状況に応じて

設定可能です。
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「地域計画書」について

 地域計画書（個票）に位置付ける主な内容

・ 取組内容 ・ 交付単価 ・ 取組の確認方法

・ 取組予定面積 ・ 所要額

 新規で取組内容等を設定することが難しい場合は、あらか

じめ国が示した「基本的な取組」をそのまま設定することが

できます。（この場合、都道府県協議会や国での地域計画書

の審査を一部省略します。）

（取組の名称） （支援単価等）

１ 土壌・生育診断の推進支援 料金の１/２以内

２ 土壌分析体制の強化支援 分析機器・分析資材の購入費用の１/２以内

３ 堆肥等の利用拡大支援 堆肥等の散布：4,000円/ｔ

４ 耕畜連携の拡大支援 堆肥の散布：4,000円/ｔ ＋ 稲わら等供給：2,000円/ｔ

５ 国内資源活用肥料の利用拡大支援 地域で設定した国内資源活用肥料につき200円/20kg

６ 堆肥等国内資源利用体制の強化支援 散布機の購入費用の１/２以内

７ 緑肥作物の作付拡大支援 地域で設定した緑肥種子の価格の１/２以内

８ 低成分肥料の利用拡大支援 地域で設定した低成分肥料につき100円/20kg

９ 肥料の効率利用農機のモデル導入支援 可変施肥機や局所施肥機の購入費用の１/２以内

 取組ごとに、次の事項を記載した個票を作成していただきま

す。（個票を複数作成することもできます。）

 「化学肥料の２割低減に向けた取組」の定着を図るための

地域の取組内容等を明らかにした計画です。この取組によ

る掛かり増し経費の１/２を上限に支援することができます。

 取組内容等は、地域独自で設定することが可能です。

 「基本的な取組」一覧

地域協議会には、化学肥料低減定着対策事業の実施に当たり、

地域の状況に応じて実施する取組内容等を定めた

「地域計画書」を作成いただきます。

「地域計画書」とは...
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地域計画書のイメージ

取組の名称 国内資源活用肥料の利用拡大支援

取組の目的 化学肥料の２割低減に向けた取組の定着のため、堆肥や下水
汚泥資源等の国内資源を活用した肥料価格の一部支援を通じ
て、これら肥料の利用拡大を図る。

取組内容 肥料の販売を行う事業者が、以下の要件を満たす堆肥や下水
汚泥資源等の国内資源を活用した肥料（以下「対象肥料」とい
う。）のうち別表に掲げるものを地域の農業者に販売した場合、
その販売量に応じて、販売額の一部を支援する。

[要件]
・対象肥料は、ペレットなど粒状に成形されているものに限る。
・対象肥料は、令和６年１月末日までに販売した又は販売する
ことが確実なものであって、同年３月末日までに納品するも
のに限る。

・交付の条件は別紙（注：省略しています。）に定めるとおりとする。

交付対象者 対象肥料の販売を行う事業者

交付単価 200円/20kg

単価設定の根拠 （注：実際には記入がありますが、ここでは省略しています。）

取組実績等の
確認方法

・対象肥料を販売した又は販売することが確実なこと、地域の
農業者ごとの対象肥料の販売数量、契約日、納品日、販売額
が確認できる書類（注文書、領収書又は請求書等）

・対象肥料の販売価格及び農業者の負担額の適正性が確認で
きる書類 等

取組予定面積 〇〇ha （対象肥料が施肥される面積の試算値）

事業費 〇〇円 200円/20kg×〇kg

うち交付金の所要額 〇〇円（同上）

取組個票① <基本的な取組＞

取組個票を複数作成することも可能です。
ただし、複数の取組個票を作成した場合であっても、地域協議会
当たりの交付金の上限額は500万円です。

取組個票②

取組個票③

（注） 〇〇の部分のみ、地域で設定してください。

「基本的な取組」をそのまま設定
する場合
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３月末

２月末

今後のスケジュールは、概ね以下のとおりです。

スケジュール

地域計画書の
提出（８月末）

地域計画書
の協議

（９月11日まで）地域計画書
の選定・通知

事業実施計画書
交付申請書の提出

計画承認
交付決定通知

実績報告書の
提出（２月末）

実績報告書の
提出

（～４月10日）額の確定

事業開始
（注）

９月下旬

９月上旬

肥料価格⾼騰対策事業

問い合わせ先

（注）本年６月１日以降の取組に遡って
支援することができます。

国 都道府県協議会 地域協議会
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要綱等一部改正

７月１２日

７月下旬

８月

９月中旬

10月上旬

採択結果通知

業務方法書等
の変更手続

協議会規約等
の承認手続
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